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仙北市農業委員会



平成２４年  第６回仙北市農業委員会総会議事録  

１．開催日時  平成２４年４月６日（金）午前１４時３０分  

２．開催場所  仙北市役所西木庁舎総合開発センター集会室  

３．出席委員  (２４人 ) 

       １番  藤  村  紀  章       ２番  佐  藤    和  

       ３番  野  中  秀  人       ４番  三  浦    猛  

       ５番  糸  井    淳       ６番  倉  橋  重  基  

       ８番  大  山  久  雄       ９番  鈴  木  八寿男  

      １０番  藤  川    栄      １１番  黒  澤  龍  己  

      １２番  青  柳  良  成      １３番  真  崎  純  孝  

      １４番  高  橋  政  敏      １５番  門  脇  博  美  

      １６番  山  手  善  美      １７番  石郷岡  勇  一  

      １８番  千  葉  惣  永      １９番  佐  藤  善  栄  

      ２０番  藤  原  由  悦      ２１番  田  村  博  美  

      ２２番  山  本    實      ２４番  藤  村  隆  清  

      ２６番  沢  山  純  一      ２７番  羽  川  正  幸  

４．欠席委員  (３人 ) 

       ７番  新  山  昌  樹      ２３番  佐  藤  孝  典  

      ２５番  辻      均  

 

５．議事日程  

    第１  開会宣言                                 

第２  会長挨拶                                 

第３  議事録署名員並びに会議書記の指名                     



  第４  会務諸報告                                

  第５   

   １．報   告  

     （１）農地法第３条の３第１項の規定による届出について  

     （２）農地転用事業進捗状況報告書について  

   ２．議   事  

    （１）議案第１７号    

       農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について  

    （２）議案第１８号    

       農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する可否決定について  

    （３）議案第１９号  

       農地法第５条第１項の規定による許可申 請に対する可否決定について  

    （４）議案第２０号  

       農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に対する意見決定に  

       ついて  

    （５）議案第２１号  

       農用地の買入協議について  

    （６）その他  

  第６  閉    会  

６．事務局職員  

    事務局長  田  口  安  業       参   事  竹  下  義  博  

    主   任  藤  原  正  輝       主   任  小木田  満  洋  

７．書    記  

        主   任  小木田  満  洋  



８．議事録署名員  

         １０番  藤  川    栄        １２番  青  柳  良  成  

 

９．会議の概要  

 議   長    ただ今から平成２４年第６回仙北市農業委員会総会を開会いたします。  

 議   長    本日は午後からの総会です。先日、台風よりも強いのではないかという

風が吹き荒れました。各地の被害状況が新聞、報道等で流れていますが、

なかなか大変な事態だと感じるところです。また、雪が多くいつになった

ら春になるのか心配です。平場については大分溶けたようですが、山間部

ではまだ１メートルほど残っている状況です。春作業の関係で皆さん苦慮

しているところだと思います。  

 議   長    それでは、本日の総会への出席委員は２４名。欠席委員は３名です。よ

って、本総会は定足数に達しております。  

 議   長    次に議事録署名員並びに会議書記の指名をこちらからしてよろしいでし

ょうか。  

        『異議なし』の声  

 議   長    それでは議事録署名員に１０番藤川委員、１２番青柳委員両名を指名し

ます。会議書記には小木田主任を指名します。  

 議   長    本日の会議の日程につきましては、お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。  

『異議なし』の声  

 議   長    異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。  

  竹下参事    《会務諸報告の朗読及び説明》（１４時３９分）  

 議   長    ありがとうございました。各推薦委員からの報告は議事終了後にお受け



したいと思っております。それでは日程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。  

 小木田主任   報告１。農地法第３条の３第１項の規定による届出についてです。届出

が６件あり、受理した旨通知したことをご報告いたします。届出者、土地

の詳細等は資料に記載のとおりでございます。６件全てが相続による所有

権の取得となっております。以上です。  

 竹下参事    報告２。農地転用事業進捗状況報告書についてです。許可年月日が平成

１９年２月２７日。事業が○○ホテルの建設ということですが、景気の動

向や昨年の震災等の関係で事業が進められない状況だということでした。

進捗状況につきましては、温泉掘削の有効期間更新。事業計画については、

温泉分析完了後検討開始予定とのことでした。資料の最終ページに現況写

真を載せています。以上です。  

 議   長    報告が終わりました。それでは議事に入ります。議案第１７号、農地法

第３条の規定による許可申請についてを上程しますが、利害関係者の退席

を求めます。○○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１４時４２分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第１７号。農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第

３条の規定により、別紙のとおり許可申請があったので審議のうえ許可の

可否を求める。平成２４年４月６日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正

幸。   

 小木田主任   議案第１７号、整理番号５番について説明します。農地の所在が○○。

登記簿現況共に田。面積が３，４７９㎡。合計３９筆の５０，００９㎡。

３条使用貸借新規の案件でございます。貸付人が○○さん６４歳。借受人



が○○さん３７歳。双方○○地区在住の親子でございます。申請事由は経

営移譲年金受給のため。世帯の稼働人員は６人中４人が農作業従事。備考

といたしまして、期間が許可日より１０年間となっております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。現地確認報告を１１番黒沢委員よりお願いします。 

 11番黒沢    《整理番号５番について、３条調書に基づき現地確認報告》  

 議   長    現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第１７号の整理番号５番については許可するこ

とにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって議案第１７号の整理番号５番については許

可することに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１４時４４分）  

 議   長    次に、議案第１７号の整理番号５番を除く案件を一括上程します。説明

をお願いします。  

 小木田主任   整理番号１番から説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に田。

面積が３，０６７㎡。合計４筆の５，１１１㎡。３条無償移転の案件でご

ざいます。譲渡人が○○県の○○さん８６歳。譲受人が○○地区の○○さ

ん６５歳。申請事由は農地の管理が困難なため贈与。申請地は以前から譲

受人が耕作していた農地です。長年管理していただいた譲受人に譲りたい

ということで申請に至ったとのことです。受入世帯の稼働人員は２人中２

人が農作業従事となっております。続きまして整理番号２番。農地の所在

が、○○。登記簿現況共に田。面積が４３１㎡。３条無償移転の案件でご

ざいます。譲渡人が○○地区の○○さん８３歳。譲受人が同じく○○地区



の○○さん５４歳。申請事由は相手方の要望により贈与。申請地は譲受人

の自宅、所有農地に隣接し、以前から譲受人が耕作していた農地です。受

入世帯の稼働人員は３人中１人が農作業従事となっております。続きまし

て整理番号３番。農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が１，０３

１㎡。合計５筆の４，５０８㎡。３条賃貸借新規の案件でございます。賃

貸人が○○地区の○○さん８０歳。賃借人が○○地区の○○さん５０歳。

申請事由は高齢化による経営縮小。経営規模の拡大となっております。受

入世帯の稼働人員は６人中５人が農作業従事。備考といたしまして、賃借

料が１０ａ当たり米２俵の年額米９俵。期間が許可日より５年間となって

おります。単価が高額と思われますが、備考欄に記載のとおり、水利費は

所有者が支払うということでこのような額になったとのことでした。続き

まして整理番号４番。農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が２，

３１１㎡。合計５筆の８，４７２㎡。３条賃貸借新規の案件でございます。

賃貸人が○○地区の○○さん７９歳。賃借人が○○地区の○○さん６５歳。

申請事由は高齢化による経営縮小。経営規模の拡大となっております。賃

借人につきましては、３月総会にて負債整理目的で農地を売却しておりま

すが、生活していくうえで農業収入が必要だということで申請に至ったと

のことでした。農機具等は処分せずに全て残しています。受入世帯の稼働

人員は６人中４人が農作業従事。備考といたしまして、賃借料が１０ａ当

たり米１俵の年額米８．５俵。期間が許可日より１０年間となっておりま

す。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ここで、現地確認報告に入ります。整理番号１番

については、３番野中委員よりお願いします。  

 ３番野中    《整理番号１番について、３条調書に基づき現地確認報告》  



 議   長    次に、整理番号２番については、６番倉橋委員よりお願いします。  

 ６番倉橋    《整理番号２番について、３条調書に基づき現地確認報告》  

 議   長    次に、整理番号３番と４番については、７番新山委員が担当ですが欠席

ですので、３条調書を参考にご審議いただきたいと思います。  

 議   長    現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第１７号の整理番号５番を除く案件については、

許可することにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第１７号の整理番号５番を除く案件

については許可することに決定します。    （１４時５３分）  

 議   長    次に、議案第１８号。農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを上程します。説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第１８号。農地法第４条第１項の規定による許可申請について。農

地法第５条第１項の規定により、別紙のとおり許可申請があったので審議

を求めるものです。平成２４年４月６日提出。仙北市農業委員会会長、羽

川正幸。  

 竹下参事    内容を説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が９２

４㎡。合計３筆の１，４１５㎡。都市計画区域内の農振除外の農地でござ

います。この案件につきましては、毎年この時期になると申請があるもの

です。所有者が○○さん。転用目的は露天駐車場。転用理由は、桜祭り期

間中、国道○○号線及び○○地区、バイパス付近は長期間に渡り渋滞とな

るため、農地への従来が困難である。また、会場近くには駐車場も少な く、

草地を駐車場として利用したいとなっております。一時転用の案件で、転



用期間は許可日から平成２４年５月３０日までとなっております。別冊資

料をご覧ください。申請地の位置は○○付近です。事業計画書を３ページ

に載せています。目的は先ほど説明したとおり花見期間中の駐車場として

利用したいということです。転用面積が１，４１５㎡で、駐車台数が４５

台となっております。駐車場の平面図は５ページに載せています。農地の

復元計画については、復元者が○○さん。具体的な復元工事、作業方法は、

農地に不具合が生じた場合には整地や牧草の蒔き直しを行い復元する計画

です。この案件につきましては、今回で５回目の申請になります。農地法

上の審査に基づく添付書類は全て確認しています。農地区分については農

業振興地域外、都市計画区域内の用途指定地域の生産性の低い宅地化が進

んでいる農地ということで、第３種農地と判断されます。資金計画につき

ましては、事業費が６万円で自己資金での対応となっております。申請人

は農業を経営しております。水稲を主体として約６ｈａを水稲作付けし、

畜産については繁殖牛を親が７頭と子牛４頭を取り入れた複合経営をして

いるということです。昨年はＷＣＳ１．５ｈａと牧草１ｈａ程を作付けし

ています。複合経営するうえで飼料作物が必要であるということで一時転

用後に牧草を栽培し土地を効率的に利用したいという話を聞いております。

交通アクセスへの緩和も期待できるということも総合的に判断して担当者

の意見としては許可相当となる案件であると考えております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ここで、現地確認報告を５番糸井委員よりお願い

します。  

 ５番糸井    ４月１日に申請人の家族の方から聞き取り調査を行ってまいりました。

申請地につきましては、遊休農地の調査の際に皆さんから見ていただいた

農地でございます。毎年のことですので、報告することは殆ど無いのです



が、事務局の説明のとおり農地を有効利用したいとのことですのでご審議

よろしくお願いいたします。以上です。  

 議   長    これについては考え方によれば農地の有効利用ということで、県でも何

ら違法性は無いということで許可せざるを得ないという意見でした。この

件についてご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第１８号については、許可相当とすることにご

異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第１８号については、許可相当とす

ることに決定します。       （１５時０１分）  

 議   長    次に、議案第１９号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

てを上程します。説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第１９号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について。農

地法第５条第１項の規定により、別紙のとおり許可申請があったので審議

を求めるものです。平成２４年４月６日提出。仙北市農業委員会会長、羽

川正幸。  

 竹下参事    内容を説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に田外、田１筆、

畑１筆の合計３筆。面積が６０１㎡ですが、実測８８７．８０㎡。権利は

所有権移転です。所有者が○○地区の○○さん。事業主が株式会社○○。

転用目的は宅地分譲。転用理由は、住宅需要が高くなっているということ

で、住環境に優れた本申請地で宅地分譲を計画したとなっております。通

常の転用であれば、住宅を建築する計画がなければ不許可となりますが、

宅地分譲の場合は許可の例外規定で都市計画区域内の用途区域内であれば



転用できるという規定があり、その条項を適用しております。別冊資料を

ご覧ください。申請地の位置ですが、市道○○線付近の一団になっている

農地です。８ページ以降に事業計画を載せています。取得土地面積及び価

格については、登記簿上６０１㎡で合計６００万円。農地を適地として選

定した理由は、申請地が都市計画区域内の第２種低層住居地域に指定され

ているということと、交通のアクセスが良く小学校、中学校にも近いとい

う立地条件も踏まえて適地として選定したということでございます。事業

費は総額７８５万円。内訳は記載のとおりでございます。資金計画は自己

資金での対応となっております。次に、被害防除計画についてです。１．

５ｍ程造成する計画があるということで隣接地への土砂等の流出を避ける

ためにＬ型擁壁等で防ぐ計画です。排水は公共下水道を利用する計画です。

雨水排水についてはＵ字溝を入れて側溝に放流する計画です。宅地分譲の

実際の計画ですが４区画に分譲し約２５０坪、坪単価が７万円の合計１，

７３５円が販売予定価格でございます。１４ページに分譲の区画の平面図

を載せています。１から５までありますが、土地の形状の関係で１番を分

譲するには厳しいということで、ここについては自社の緑地にする計画で

す。３月２３日に佐藤孝典委員と現地調査を行い、農地転用の許可審査を

しております。添付書類については全て提出していただいております。資

金計画については自己資金での対応となっております。土地改良区はあり

ませんが、水利組合からの同意もいただいております。隣接農地の地権者

からの同意もいただいております。申請地につきましては、農業振興地域

外、都市計画区域内の第２種低層住居地域に指定されています。農地区分

としては第３種農地、宅地の面積が４０％を超える地域に該当しておりま

す。担当者の意見としては、添付書類、立地基準、一般基準ともに該当し



ているということを踏まえて許可相当の案件であると判断しています。以

上です。  

 議   長    説明が終わりました。担当の佐藤孝典委員が欠席ですので、事務局の説

明を参考に審議していただきたいと思います。この件について、ご意見ご

質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第１９号については、許可相当とすることにご

異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第１９号については、許可相当と す

ることに決定します。        （１５時０９分）  

 議   長    次に、議案第２０条、農用地利用集積計画に対する意見決定についてを

上程しますが、利害関係者の退席を求めます。○○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１５時１０分）  

 議   長    それでは、議案第２０号の整理番号１番、２番を上程します。説明をお

願いします。  

 竹下参事    議案第２０号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に

対する意見決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づ

き、別紙のとおり農用地利用集積計画の策定について仙北市長より諮問を

受けたので、審議のうえ意見の決定を求めるものです。平成２４年４月６

日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。  

 藤原主任    議案第２０号の整理番号１番、２番について説明します。整理番号１番。

農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が１，１５７㎡。合計９筆の

１６，８０４㎡。所有権設定の案件でございます。所有者は○○地区の○



○さん５３歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん３１歳。○○委員の

息子さんであります。利用目的は水田として。売買価格は１０ａ当たり４

０万円の総額６，７２１，６００円。移転の時期、支払方法、期限は記載

のとおりでございます。備考といたしまして、○○さんは担い手です。営

農類型は稲作と露地野菜となっております。資金は自己資金での対応とな

っております。続きまして整理番号２番。農地の所在が○○。登記簿現況

共に田。面積が１，０１４㎡。所有者、買い手は整理番号１番と同様です

が、整理番号１番の申請地については、農振内の農地であります。よって、

譲渡所得税の控除対象になりますが、整理番号２番については農振外とい

うことで控除対象外であります。このことから、別々の案件として取り扱

っております。売買単価等は整理番号１番と同じですので説明は割愛させ

ていただきます。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号１番と２番については適正と認めることに

ご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第２０号の整理番号１番と２番につ

いては適正と認めることに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１５時１３分）  

 議   長    次に、整理番号６番を上程しますが、利害関係者の退席を求めます。○

○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１５時１４分）  

 議   長    説明をお願いします。  



 藤原主任    整理番号６番について説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に

田。面積が３，２３７㎡。利用権設定新規の案件でございます。設定する

のは○○地区の○○さん４２歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん６

１歳。利用目的は水田として。期間は５年間。賃借料は１０ａ当たり１３

千円の年額４２，０８１円。備考といたしまして、○○さんは認定農業者

です。営農類型は稲作と施設花きとなっております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号６番については、適正と認めることにご異

議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、整理番号６番については適正と認めるこ

とに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１５時１６分）  

 議   長    次に、整理番号７番と２７番を上程しますが、利害関係者の退席を求め

ます。○○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１５時１６分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号７番、農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が２，２４

９㎡。合計４筆の５，４７７㎡。利用権設定新規の案件でございます。設

定するのは○○市の○○さん８９歳。受けるのは農業生産法人○○。利用

目的は水田として。期間は４年間。賃借料は１０ａ当たり２万円の年額１

０９，５４０円。備考といたしまして、農業生産法人○○の営農類型は稲

作と穀類、豆類となっております。続きまして整理番号２７番。農地の所



在が○○。登記簿現況共に田。面積が４１７㎡。合計４筆の２，９４２㎡。

利用権再設定の案件でございます。設定するのは○○地区の○○さん８２

歳。受けるのは農業生産法人○○。利用目的は水田として。期間は３年間。

賃借料は１０ａ当たり米２俵の年額米５．９俵となっております。以上で

す。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号７番と２７番については、適正と認めるこ

とにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、整理番号７番と２７番については適正と

認めることに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１５時１９分）  

 議   長    次に、整理番号１３番から１６番までを上程しますが、利害関係者の退

席を求めます。○○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１５時２０分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号１３番、農地の所在が○○。登記簿現況共に田。合計２筆の２，

００６㎡。利用権再設定の案件でございます。設定するのは○○地区の○

○さん７０歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん６０歳。利用目的は

水田として。期間は３年間。賃借料は１０ａ当たり米１俵の年額米２俵。

備考といたしまして、○○さんは認定農業者です。営農類型は稲作中心と

なっております。続きまして整理番号１４番、農地の所在が○○。登記簿

現況共に田。合計７筆の１０，２９３㎡。利用権再設定の案件でございま



す。設定するのは○○地区の○○さん７３歳。受けるのは○○さん。利用

目的は水田として。期間は３年間。賃借料は１０ａ当たり１万円の年額１

０２，９３０円となっております。続きまして整理番号１５番。農地の所

在が○○。登記簿現況共に田。合計７筆の９，２５８㎡。利用権再設定の

案件でございます。設定するのは○○地区の○○さん５９歳。受けるのは

○○さん。利用目的は水田として。期間は３年間。賃借料は１０ａ当たり

１万円の年額９２，５８０円となっております。続きまして整理番号１６

番、農地の所在が○○。登記簿現況共に田。合計２筆の４，１６７㎡。利

用権再設定の案件でございます。設定するのは○○地区の○○さん６２歳。

受けるのは○○さん。利用目的は水田として。期間は３年間。賃借料は１

０ａ当たり１万円の年額４１，６７０円となっております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号１３番から１６番については、適正と認め

ることにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、整理番号１３番から１６番については適

正と認めることに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１５時２３分）  

 議   長    次に、整理番号１８番を上程しますが、利害関係者の退席を求めます。

○○委員お願いします。  

        ○○委員退席（１５時２３分）  

 議   長    説明をお願いします。  

 藤原主任    整理番号１８番について説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共



に田。合計２筆の５，４２９㎡。利用権再設定の案件でございます。設定

するのは○○地区の○○さん７３歳。受けるのは○○地区の○○さん３６

歳。利用目的は水田として。期間は１０年間。賃借料は１０ａ当たり１６

千円の年額８６，８６４円。備考といたしまして、○○さんは認定農業者

です。営農類型は稲作と肉用牛となっております。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、整理番号１８番については適正と認めることにご異

議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、整理番号１８番については適正と認める

ことに決定します。○○委員の復帰をお願いします。  

        ○○委員帰席（１５時２５分）  

 議   長    次に、議案第２０号の整理番号１番、２番、６番、７番、１３番、１４

番、１５番、１６番、１８番、２７番を除く案件を一括上程します。説明

をお願いします。  

 藤原主任    整理番号３番から説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に田。

合計２１筆の２０，０７４㎡。所有権設定の案件でございます。所有者が

○○地区の○○さん７９歳。受けるのが同じく○○地区の○○さん５３歳。

利用目的は水田として。売買価格は１０ａ当たり２４９，０７８円の総額

５００万円。移転の時期、支払方法、期限は記載のとおりでございます。

備考といたしまして、○○さんは認定農業者です。営農類型は稲作と養豚

となっております。資金はスーパーＬ資金を利用する計画です。続きまし

て整理番号４番、農地の所在が○○。登記簿現況共に田。面積が４，５５



７㎡。所有権移転の案件でございます。移転するのが○○地区の○○さん

７７歳。受けるのが同じく○○地区の○○さん６４歳。利用目的は水田と

して。売買価格は１０ａ当たり５０万円の総額２，２７８，５００円。移

転の時期、支払方法、期限は記載のとおりでございます。備考といたしま

して、○○さんは認定農業者です。営農類型は稲作と肉用牛となっており

ます。資金は金融機関からの借入金で対応する計画です。続きまして整理

番号５番、農地の所在が○○。登記簿現況共に田。合計１２筆の２０，１

０３㎡。利用権設定新規の案件でごさいます。設定するのは○○地区の○

○さん６１歳。受けるのは同じく○○地区の○○さん４９歳。利用目的は

水田として。期間は３年間。賃借料は田が１０ａ当たり２２千円。畑が無

料の年額４０８，６７２円。備考といたしまして、○○さんは認定農業者

です。営農類型は稲作と穀類、豆類となっております。整理番号８番から

は再設定の案件となっておりますので説明は割愛させていただきます。以

上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第２０号の整理番号１番、２番、６番、７番、

１３番、１４番、１５番、１６番、１８番、２７番を除く案件については

適正と認めることにご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、議案第２０号の整理番号１番、２番、６

番、７番、１３番、１４番、１５番、１６番、１８番、２７番を除く案件

については適正と認めることに決定します。  （１５時３２分）  

 議   長    次に、議案第２１号、農用地の買入協議に係る要請についてを上程しま



す。説明をお願いします。  

 竹下参事    議案第２１号。農用地の買入協議に係る要請について。別紙のとおり、

所有権移転に係るあっせんの申し出があったので、農業経営基盤強化促進

法第１３条の２第１項の規定により、社団法人農業公社による買入協議を

仙北市長に対し要請することについて意見の決定を求める。平成２４年４

月６日提出。仙北市農業委員会会長、羽川正幸。  

 藤原主任    議案第２１号について説明します。農地の所在が○○。登記簿現況共に

田。面積が１，７９７㎡。合計５筆の３１，０８３㎡。申請人は○○地区

の○○さん５８歳。契約の内容が、農業公社買入協議による売買となって

おります。買入協議別冊資料をご覧ください。資料１ページに農地位置図

を載せています。申請地の位置は○○地区から○○地区へ向かう道路付近

の農地です。次のページの位置図をご覧ください。１ｈａ区画の４筆が団

地化になっております。買入協議の対象となる農用地の要件として、土地

改良事業が実施された農振農用地、集団的に存している農振農用地、認定

農業者の農用地に隣接する農振農用地とありますが、全て合致しておりま

す。資料３ページからは、買入協議についての説明資料を載せていますの

で参考にしていただきたいと思います。以上です。  

 議   長    説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか 。  

        『無し』の声あり  

 議   長    無いようですので、議案第２１号については仙北市長に要請することに

ご異議ございませんか。  

        『異議無し』の声  

 議   長    異議無しと認めます。よって、農用地の買入協議として仙北市長に要請

することに決定します。        （１５時３８分）  



 議   長    予定されていた議案は終了しました。各推薦委員からの報告がありまし

たらお願いします。共済組合からの報告はありませんか。  

 ４番三浦    先日の暴風雨のよる被害状況についてご報告します。農業 用ハウスの被

害状況ですが、角館地区が８棟。田沢湖地区が１２棟。西木地区が２棟の

合計２２棟に被害がありました。大仙市は１６８棟。美郷町は３５棟で合

計２２５棟の被害申告がありました。次に、建物への被害についてです。

角館地区が１９棟。田沢湖地区が２８棟。西木地区が１０棟の合計５７棟

の建物に被害がありました。組合全体では８２１棟の被害申告がありまし

た。どちらも現地調査中で、今後評価される予定でございます。できる限

り、組合の皆様の付託に応えられるように努力しますのでよろしくお願い

いたします。以上です。  

 議   長    ありがとうございました。次に、ＪＡからの報告はありませんか。  

 10番藤川    大豆の買入状況についてご報告します。角館地区が２等７０袋。３等９

７９袋。合格２，３６７袋で規格外が２袋です。西木地区が２等１７袋。

３等３３９袋。合格が３０袋で規格外が２０袋です。田沢湖地区が２等５

５４袋。３等１，７４２袋。合格が４３３袋で規格外が２３袋となってお

ります。先ほど共済組合さんから農業用施設の被害状況について報告があ

りましたが、当営農センターでもおばこ管内から情報を集めたところ、田

沢湖地区で４２棟のハウス、作業場の倒壊。西木地区は１９棟。角館地区

が８棟の被害が確認できました。ＪＡでは、保険に入っていない方が多い

ということでアグリマイティ資金、年利が１．７７５％ですが今回０．２％

下げて利用していただきたいと考えております。また、仙北市からも何ら

かの助成があるのではないかという話を聞いております。以上です。  

 議   長    ありがとうございました。大豆の評価は前年度と比較してどうですか。  



 10番藤川    前年度対比は分かりませんが、６割か７割くらいの量しか出ていないよ

うです。  

 議   長    ありがとうございました。次に、土地改良区からの報告はありますか。  

 17番石郷岡   以前に報告した土地改良区合併についてのアンケートの結果が公表され

ましたのでご報告します。あまり賛成できないという意見が多く、今後の

ことについて話し合いが行われ、合併研究会をもう１年続けるという話が

でました。その中で、それぞれの土地改良区の理事長はどのように考えて

いるのかという発言が出まして、それに対して殆どの土地改良区が合併に

向けて今年１年活動していく方向でまとまっております。それと、ＪＡか

ら大豆について報告がありましたが昨年、一昨年と６月に大雨が降った関

係で減収に繋がったようです。一昨年の場合は、大豆の質も悪く等級をか

なり下げられましたが、今年はそれなりの等級を付けていただきました。

大豆につきましては、等級によって違うのですが国からの補助金が支払わ

れますので、合格以上が殆どだったという結果には喜んでいるところです。 

 議   長    ありがとうございました。蕎麦がかなり悪かったので、大豆については

どうなのかと思い質問したものでした。ここまでで、質問等ございません

か。  

 12番青柳    議長。  

 議   長    どうぞ。  

 12番青柳    今年は雪がなかなか消えない状況です。種を浸ける時期について、いつ

浸けたらいいのか不安を抱いております。今年こそは良い米を穫りたいと

皆さん考えていると思いますのでＪＡさんと共済組合さんからのご指導を

よろしくお願いいたします。  

 議   長    それぞれの地域によって雪が消えない等の問題があるようです。寒さが



抜けないという点が一番困っているところだと思います。次に、議会から

の報告はありますか。  

 11番黒沢    はい、始めにバイオマス事業についてです。思ったような効果が得られ

ないということで昨年、最終改造し現在は順調に熱と電気を供給していま

す。今年１年は改造後の効果を見るということでした。また不具合が出た

場合は、積極的に改造する計画もあります。次に、岩瀬北野線についてで

すが、開通に伴い約３０件が移動しなければならないということで今後、

転用の案件が増えるのではないかと思いました。次に、総合産業研究所に

ついてです。今年で３年目ですが、総合産業研究所が所得１０％アップの

鍵を握っているということで、農家の方々も期待していたのですが、何か

パッとしないという意見も聞こえてきます。今年１年、新たなスタートの

中で創意工夫した形で動き出すのではないかと思いますので、皆さんも期

待して総合産業研究所の活動を見ていただきたいと思います。以上です。  

 議   長    ありがとうございました。何か質問等ございませんか。  

 22番山本    はい。  

 議   長    どうぞ。  

 22番山本    種苗交換会の開催についてです。特別対策室を設けたということでした

が、本当に開催する意志があるのかどうかお聞きします。  

 議   長    黒沢委員、お願いします。  

 11番黒沢    種苗交換会については、私も今一番熱を入れていることです。現在２名

の担当が活動しています。来年がチャンスで、それを逃せば恐らくもうな

いだろうと思っております。おばこ組合長とは話をしたと聞いております。

今年は能代市で開催されるのですが、それがまだ終わらない段階で次回は

仙北市で決定という流れはふさわしくないということで、まずは下準備と



いう形で２名の担当が調査しているところでございます。ここではっきり

と仙北市で開催するという発言はできない状況です。  

 議   長    山本委員、よろしいですか。  

 22番山本    はい。ありがとうございました。  

             （閉  会）  

 議   長    以上をもちまして平成２４年第６回仙北市農業委員会総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１６時０６分）  
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